
 

 

大雨や台風などの非常時における児童の登下校について 
【平成 2７年度版】 

                                 村田町立村田第二小学校 

 

 大雨や台風の接近などに伴う児童の登校時の安全確保のため、下記についてご理解と

ご協力をお願いします。 

 
記 

 

 

１ 天候状況が極めて悪化するなどした場合は、「臨時休業」の措置を行うことがあり 

ます。臨時休業せざるを得ないと学校が判断した場合は、午前 7 時をめどに緊急メー 

ルでその旨お知らせします。メール登録されていないご家庭には、直接お電話でお知 

らせします。 

  まだ、メール登録されていない方は、できるだけご登録くださいますようお願いし 

ます。 
    

２ 臨時休業にならない場合でも、天候および自宅周辺の状況が危険だとご家庭で判断 

された場合は、登校を見合わせてください。その場合は、学校に連絡をお願いします。 

欠席扱いにはいたしません。（その日は、「出席しなくてもよい日」の扱いとなります。） 

 

３ 登校させる場合は、児童の安全確保のため、保護者同伴での登校をお願いします。 

近所の友達といっしょに登校させる場合でも、必ず保護者 1 名は同伴してください。 

 

４ 下校時刻においても、児童の安全が十分に確保できないと学校が判断した場合は、 

以下のいずれかの措置を行います。  

  （１）学校待機（待機後、天候を見て、集団下校または保護者引き渡しとなります。） 

 （２）保護者引き渡し（児童館の児童は、児童館で待機します。） 

 （３）教職員引率による集団下校 

   あらかじめ緊急メールや電話等で対応についてお知らせしますが、連絡が取れない 

場合もございますのでご承知おきください。  
 
 
    学校と家庭が協力し、児童の安全確保のためによりよい方法を模索していきたいと考えています。 

    ご意見がございましたらお知らせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保存版 



 

 

大規模地震時における児童の登下校について 
【平成 2７年度版】 

                                 村田町立村田第二小学校 

 

 大規模地震等に伴う児童の登下校時の安全確保のため、下記についてご理解とご協力

をお願いします。 

 

記 

 

１ 児童が学校にいる場合 

（１）震度5未満 通学路の安全を確認後、通常の学習活動･下校を行います。 

 

（２）震度5強・弱 
 教職員引率の下で状況を判断しながら、保護者引き渡し 
 又は集団下校をします。 

 対応については、緊急メール配信により連絡します。 

 
（３）震度6以上  保護者引き渡しにより下校させます。 

 保護者の迎えがあるまで、児童を学校で待機させます。 
 上記対応について、緊急メール配信により連絡します。 

   ※引き渡しは、保護者（家族を含む）及び予め引き渡しを認め 

   た者のみに行います。 

 

２ 児童が登校途中の場合（震度５以上の場合）  

 （１）登校途中の児童を把握し、通学路での安全確保及び地区巡視を行います。 

 （２）登校の状況について、緊急メール配信により連絡します。 

 

３ 児童が下校途中の場合（震度５以上の場合） 

 （１）下校途中の児童を把握し、通学路での安全確保及び地区巡視を行います。 

 （２）学校に残っている児童を保護し、上記１の手順により対応します。 

 （３）下校の状況について、緊急メール配信により連絡します。 

 

４ 児童が下校後の場合及び休業日の場合（震度５以上の場合） 

 （１）児童の安否確認を行います。（登校に備え、通学路の安全確認も行います。） 

 （２）その後の対応について、緊急メール配信により連絡します。 

 （３）必要な文書があれば、地区委員長をとおして配布します。 

 

   状況によっては、緊急メール配信ができない場合もあります。震度等の情報を収集し、保護者の判断でお 

  迎えをお願いします。 
 
  災害時は、関係機関との連絡、避難所対応等による混乱が予想されます。学校への問い合わせはお控えく 

  ださい。 
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